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財源確保のため、有料広告を掲載しています。
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予約方法健(検)診の種類 予約開始日

委託医療機関へ直接予約
※予約の際には受診票が必要
です。

予約開始日は医療機関によって異なりますの
で、案内が届きましたら直接医療機関へお問
い合わせください。

☎22-1021
垂井町保健センター

WEB:https://go.mrso.jp/213616

24時間受付（実施日の5日前まで）

・がん検診（集団）
・30代健診
・特定健診（集団）

・がん検診（個別）

・特定健診（個別）
・ぎふ･すこやか
　健診

6月１日（月）
午前8：30

5月20日（水）

特定健診、ぎふ・すこやか健診、がん検診、
30代健診の対象者へは、ピンク色の封筒で
案内を郵送しました。ご自分の健康状態を
確認するため、ぜひ受診してください。日
程等の詳細は、保健センターホームページをご確認くだ
さい。
すべての健（検）診は予約制となっています。

各種健診・がん検診が
始まります

乳幼児すこやか相談

子育てについて、悩みを相談しませんか。身体測定も行
います。
▶と　き／７月7日（火）　午前９時15分～11時
▶ところ／保健センター
▶対　象／乳幼児
▶持ち物／母子健康手帳
▶予約方法／二次元コードから
　　　　　（当日予約のみ電話） ▲予約はこちら

▶職　種／税務職員採用試験（高校卒業程度）
▶受験資格／
　１　令和８年４月１日において、高等学校又は中等教育

学校を卒業した日の翌日から起算して３年を経過
していない者（令和５年４月１日以降に卒業した者
が該当します。）及び令和９年３月までに高等学校
又は中等教育学校を卒業する見込みの者

　２　人事院が１に準ずると認める者
▶申込方法／インターネット（人事院ホームページ）より
申し込んでください。

▶受付期間／令和８年６月12日（金）午前9時～
　　　　　　　　　　　　　　 6月24日（水）（受信有効)
　※インターネット申込みができない環境にある場合は、

問合せ先まで連絡してください。
▶試験日／
　第1次試験　9月6日（日）
　第2次試験　10月14日（水）～23日（金）のうち、
　　　　　　　いずれか指定する日

問 自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所
（大垣市林町５-18光和ビル２階）

 　☎73-1150

税務職員を募集

▲自衛隊岐阜
　地方協力本部
　ホームページ

※１　受験資格の年齢は令和９年４月１日現在です。
※２　自衛隊奨学生に採用された場合の学資金については、毎月80,000円です。
※３　やむを得ない事情により日付が変更される場合があります。

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

航空学生

自衛隊奨学生
（学資金貸与※２）

18歳以上24歳未満の人※１ ７月１日
～８月28日

６月２日
～10月９日

試　　験：11月７日・８日
合格発表：令和９年２月９日

海上

航空

１次　 ９月19日または26日
２次　  10月15日～22日のうち１日
３次（海）11月20日～12月16日のうち１日
　　（空）11月14日～12月17日のうち５日間

高専・大学などの理学・工学・文学または法
学を専攻し正規の課程修了時26歳未満の人
大学院在学者は28歳未満の人

自衛官等を募集

問 名古屋国税局　総務部　人事第二課　試験係
　  ☎052-951-3511（内線3451）

６月１日は、「人権擁護委員の日」です。
県人権擁護委員連合会および大垣人権擁護委員協議会で
は、人権擁護委員制度の周知と人権思想の普及高揚を図る
ことを目的に、特設人権相談所を開設します。
いじめ、体罰、女性や障がい者等に対する差別、家庭内、近
隣間のもめごと、悩みごとなど、身近なことで困っている
ことがあれば、人権擁護委員が相談に応じます。
また、相談は無料で秘密は厳守しますので、どなたでもお
気軽にご利用ください。
▶と　き／６月3日（水）　午後１時～４時
▶ところ／町福祉会館1階

全国一斉「人権擁護委員の日」
特設人権相談所を開設します

問 岐阜地方法務局大垣支局　☎78-3347
　 健康福祉課　社会福祉係　☎22-7503

心身の健康や栄養のことなど、悩みを相談しませんか。
血圧測定や体組成計による測定、希望する人へは、おう
ちのみそ汁の塩分測定も行います。
▶と　き／6月15日（月） ①午前９時30分から
　　　　 　　　　　　 ②午前10時30分から
▶ところ／保健センター　　　　
▶持ち物／健康手帳（お持ちの人）、みそ汁（大さじ１杯程

度）：塩分測定希望者
▶申込期限／6月12日（金）

からだやこころの健康相談

こころのストレスチェックと相談先
を確認できます。
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私たちの健康は、毎日の食事からつくられ
ます。食育とは、栄養バランスを考えるだ
けでなく、地域の食材に親しみ、食事のマ
ナーを身につけ、食を通して心と体を育む
取組のことです。日本では2005年に「食育基本法」が制
定され、子どもから大人まで生涯を通じて食を学ぶ国民
運動として食育が推進されてきました。学校給食での食
材の学習、地産地消の推進、家庭での共食の大切さなど、
国全体でさまざまな取組が進められています。
誰かと一緒に食事や料理をしたり、食べ物の収穫を体験
したり、季節や地域の料理を味わったりすることも、身
近にできる食育のひとつです。 この機会に、日々の食を
見直し、未来の健康につながる食育に取り組んでみま
しょう。

未来の健康をつくる食育月間
６月は「食育月間」です

タルイピアセンター図書館で、食事や料理、
栄養など食育に関する本をテーマ展示して
います。
５月29日（金）～６月24日（水）
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20歳（年度末年齢）
から受診できます。

歯周病の悪化は、心筋梗塞、糖尿病、認知症、
がん、肺炎、肥満、骨粗鬆症、胎児の低体
重や早産などのさまざまな病気のリスクを
高めます。歯周病を予防するには、歯科医
院のかかりつけ医をもち、定期的な健診と歯垢や歯石の
除去をしてもらうことが大切です。
歯科健診のご案内
６月１日から令和９年１月30日までの
期間で、歯科健診が受けられます。予
約方法等の詳細は、保健センターホー
ムページをご確認ください。

６月４日～ 10日は
「歯と口の健康週間」
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にこにこキッチン

子どもと一緒におやつを作って、
幼児期の食事について学びません
か。食事の困りごとについての解
決につなげます。
▶と　き／７月８日（水）　午前10時～正午
▶ところ／保健センター
▶対　象／令和５年８月～令和６年５月生まれ
▶定　員／８組（先着順）
▶内　容／親子クッキング（フルーツシャーベット）
▶持ち物／母子健康手帳、エプロン、三角巾、手ふきタオ

ル、お茶
▶申込期限／６月１日（月）～７月１日（水）
▶予約方法／二次元コードから
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問 保健センター　☎22-1021保健センター

広  告


